
１１　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの基基本本事事項項
（（１１））名名称称

（（２２））ホホーームムペペーージジＵＵＲＲＬＬ

（（３３））組組織織図図

２２　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの委委員員

（（１１））委委員員名名簿簿

№ 役職 氏　名 備考

1 会長 田中　恵美子

2 副会長 篁　倫子

3 吉澤　利恵

4 木下　美和

5 杉本　伸久

6 八束　嗣也

7 奥田　美紀

8 内藤　ちひろ

9 三浦　和裕

10 平賀　正司

11 榎本　芳美

12 古川　崇史

13 原　彰彦

14 海老原　理奈

15 田島　忍

16 岡戸　良雄

17 濱野　建児

18 伊藤　美佐

19 島崎　妙子

20 佐藤　直子

21 菊地　絵里子

22 大胡田　誠

23 三輪　雄幸

24 伏見　敏博

25 庄田　洋

26 紙子　達子

日本女子大学 学識経験者 １年

お茶の水女子大学 学識経験者 ３年

品品川川区区

品品川川区区地地域域自自立立支支援援協協議議会会
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kenkou/kenkou-syogai/kenkou-syogai-kyogikai/index.html

所属 種　別
経験
年数

（社福）品川区社会福祉協議会ふれあい作業所 社会福祉協議会 ６年

（社福）福栄会　障害者福祉部 障害福祉サービス等事業者 ３年

（社福）品川総合福祉センター　品川区旗の台
障害児者相談支援センター 相談支援事業者 長期

（社福）福栄会　品川区東品川障害者相談支援
センター 相談支援事業者 ６年

一般社団法人　品川区医師会 医療関係者 １年

東京都立中部精神保健福祉センター 行政職員(都） １年

（社福）品川総合福祉センター 障害福祉サービス等事業者 ２年

（社福）げんき　相談支援室 障害福祉サービス等事業者 ３年

品川区児童相談所 行政職員(区市町村) １年

インクルーシブひろばベル（品川区立大原児童
発達支援センター内） その他 １年

（社福）福栄会　精神障害福祉課 障害福祉サービス等事業者 １年

障害当事者 １年

城南特別支援学校 教育関係機関 ２年

（社福）げんき　品川区立発達障害者支援施設 雇用関係機関 ６年

品川特別支援学校 教育関係機関 ２年

港特別支援学校 教育関係機関 ３年

品川区肢体不自由児・者父母の会 家族・関係団体 ６年

品川区視覚障害者福祉協会 障害当事者 ３年

品川区重症心身障害児（者）を守る会 家族・関係団体 長期

品川区手をつなぐ育成会 家族・関係団体 ５年

品川区精神保健福祉家族会（かもめ会） 家族・関係団体 ６年

紙子法律事務所　 法曹関係者 長期

品川区聴覚障害者協会 障害当事者 ６年

品川区身体障害者友和会 障害当事者 ６年

品川区地域自立支援協議会 全体会

相談支援部会 子ども支援部就労支援部会 精神障害支援
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（（２２））委委員員構構成成

３３　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの活活動動状状況況

　　（（１１））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ででのの協協議議事事項項（（複複数数回回答答））

学識経験者 2 0 0 0 0

　　　　　全体会・
　　　　　　　　部会名

全体会 相談支援部会 就労支援部会
子ども支援部

会
精神障害支援

部会
　　種　別

保健所 0 0 0 3 0

医療関係者 1 0 0 0 3

雇用関係機関 1 0 0 0 0

教育関係機関 3 0 0 1 0

障害当事者 4 0 0 0 1

企業 0 0 0 0 0

家族・関係団体 4 0 0 0 0

ピアサポーター 0 0 0 0 0

相談支援事業者 2 25 0 10 5

身体・知的障害者相談員 0 0 0 0 0

社会福祉協議会 1 0 0 0 0

障害福祉サービス等事業者 4 0 29 4 5

民生委員・児童委員 0 0 0 0 0

法曹関係者 1 0 0 0 0

行政職員(区市町村) 1 0 0 2 4

地域住民 0 0 0 0 0

その他 1 0 0 0 0

行政職員(都） 1 0 0 0 1

⑫ 地域自立支援協議会の運営に関すること。

今年度のスケジュールや各専門部会での活動についての報告等

③ 地域移行・地域定着支援に関すること。

地域移行に関する取り組みについての報告等

② 就労支援に関すること。

区内障害者就労施設等による自主製品販売イベント（年に複数回実施）の報告、区の施策として進めている「超短時
間雇用促進事業」についての進捗状況等の報告等

計 26 25 29 20 19

（（２２））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ととししててのの役役割割（（複複数数回回答答））

② 情報共有・情報発信

専門部会の報告

④ 各分野の社会資源の共有化及び整合性の確認

他課や他機関が実施する事業で障害者等も活用できるもの（防災、ひきこもり関連など）についての情報共有等
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４４　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの活活性性化化

　　（（１１））法法改改正正にに伴伴うう地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの見見直直しし等等（（複複数数回回答答））

　　（（２２））地地域域でで生生活活すするる当当事事者者のの声声のの反反映映（（複複数数回回答答））

　　（（３３））ＩＩＣＣＴＴのの活活用用（（複複数数回回答答））

５５　　相相談談支支援援体体制制のの拡拡充充【【新新規規】】
（（１１））相相談談支支援援体体制制をを推推進進すするるたためめのの取取組組（（複複数数回回答答））

各事業所や団体等において、課題となっている事案や話題に挙がっている事柄等についての共有

（（３３））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ととししてて把把握握ししてていいるる地地域域課課題題

　　ア　地域課題に対して取り組んだ（取り組んでいる）内容又は取り組めなかった理由等
　　　　（複数回答）

⑩ 就労支援

自主製品の販路拡大について、就労支援部会主催で複数の区内障害者就労施設等と協力しながら、様々な場所で
販売会を実施するができ、多くの人に知ってもらえた良い機会となった。

⑤ 地域課題の整理

①　当事者等が集合形式での参加が難しい場合、ハイブリッド形式（集合とリモートの双方に対応した方法）で会議を実施

集合形式での参加が難しい委員については、Ｗｅｂ会議（Ｚｏｏｍ）を活用して実施。

①　基幹相談支援センター等、相談の中核となる窓口について、すぐに利用することができるよう、分かりやすく周
知している。

障害者支援課にて発行している障害者福祉のしおりや、品川区ホームページへの掲載をしている。
障害者手帳を申請された方に対して、障害者福祉のしおりをお渡しし、窓口を案内している。

②　のぞまないセルフプランの解消に向けた具体的な取組を行っている。

相談支援事業所への補助による相談支援事業所の誘致をし、事業所数を増やす取り組みを行っている。
計画相談支援を希望するが、相談支援事業所が見つからない方などへ、事業所探しの支援を行っている。

　　イ　地域課題の中で、広域又は東京都全域で対応するほうが良いと考える課題

特になし。

②　個別事例への支援のあり方に関する協議、調整を行うため、専門部会等の設置や改編を行った。

精神保健分野に係る事案に対する課題の検討や情報共有等を行う専門部会である「精神障害支援部会」を新たに設置
した。

②　協議会の設置要綱等に当事者委員の数を規定し、全体会や部会に一定数の当事者が参画するようにしている。

要綱等において人数は規定していないが、当事者の方に委員として参加いただくことで、より良い協議会を目指して
いる。
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（（２２））地地域域移移行行にに向向けけたた相相談談体体制制（（複複数数回回答答））

①　障害者支援施設入所者や精神科病院長期在院者等が、地域移行を希望しているか把握している。

障害者支援施設入所者については、品川区地域自立支援協議会相談支援部会にて調査を実施。精神科病院長期在院者
については、区で調査を実施。いずれも、調査結果をもとに、品川区地域自立支援協議会での地域課題についての協
議につながっている。

③　施設等担当職員と連携して、地域移行への希望の確認や、外出・体験宿泊等の動機付け支援を行う体制がある。

障害者支援施設入所者については、地域自立支援協議会の相談支援部会にて取組みの経過を共有している。モニタリ
ング時等において、希望を確認することを継続的に取り組んでいる。令和８年度より入所施設に配置される地域移行
等意向確認担当者と相談支援専門員との連携を検討中。また、区内に体験型居室を設け、施設外での生活体験に利用
している。精神科病院長期在院者については、令和7年度より動機付け支援の事業を開始した。

④　地域移行を希望した対象者に対し、地域移行支援事業者等の相談支援事業所の支援に繋ぐことのできる連携体制
ができている。

障害者支援施設入所者については、担当する相談支援事業所を中心に支援し、必要に応じて地域移行支援事業者に繋
いでいる。精神科病院長期在院者については、精神科病院や医療・保健分野へ動機付け支援事業を周知している。ま
た、区の保健・福祉関係窓口が連携して、地域移行支援事業者や相談支援事業所へ繋ぐ支援を行っている。

③　計画作成だけでなく、サービスにつながっていない人への相談や、障害当事者の悩みや困りごとに寄り添う対応
を行える窓口等がある。

品川区地域拠点相談支援センターに相談窓口を委託し、一般的な相談に応じている。お住まいの地域や障害種別ごと
に窓口があり、相談しやすい環境を整備している。

⑤　地域の相談支援従事者に対し、助言や指導、検討の場の確保等、支援者支援を行っている。

区直営の基幹相談支援センターにて実施している相談支援専門員向けの研修にて、講義や事例検討会を設け、ケース
の振り返りや日々の相談支援業務での疑問点などを解消できるようにしている。また、相談支援事業所連絡会などを
通して、相談支援従事者の横のつながりづくりを行っている。

⑥　意思決定支援を推進するため、サービス担当者会議等には当事者本人が参加することになるが、実施にあたって
相談支援事業所等をサポートする取組がある。

意思決定支援に関するガイドラインの周知や、意思決定支援に関する研修を実施し、相談支援専門員の知識向上を
図っている。
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